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【 告 示 】 

 

和歌山市告示第４０１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年１０月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和５年１０月１０日及び同月１４日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和５年１０月４日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和５年１０月２日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び
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 に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課電話４３５－１０８２ 

（令和５年１０月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４０２号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年１０月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び直川水路敷 令和５年１０月３日、同月５日、同月１０日、

同月１１日及び同月１３日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和５年１０月２０日掲示済）  
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和歌山市告示第４０３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和５年１０月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和５年１０月２３日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和５年７月８日 令和５年７月２１日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和５年７月６日 令和５年７月２１日 

和歌山市内一円市道上、無

料駐輪場、岡東公園及び城

東公園 

令和５年７月３日、同月４日、同

月５日、同月１０日、同月１１

日、同月１２日及び同月１４日 

令和５年７月２１日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和５年１０月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４０４号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和５年１０月２０日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期別 種別 備考 

令和５年度 

 

第２期 

第３期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和５年１０月３１日に

変更する。 

（別紙省略） 

（令和５年１０月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４０５号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１４

第１項の指定一般相談支援事業者から同法第５１条の２５第２項の規定による事業の廃止の届出があったので、

同法第５１条の３０第１項第２号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年１０月２３日 
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 和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所番
号 

事業所の名
称 

事業所の所
在地 

指定に係る
種類 

主たる対象と
する障害種別 

事業者の
名称 

事業者の主たる
事務所の所在地 

指定年
月日 

廃止年
月日 

３０３０
１２３３
２１ 

相談支援事
業所ラブグ
リーン 

和歌山市汐
見町２丁目
５３番地 

地域移行支
援、地域定
着支援 

特定なし 一般社団
法人クリ
エイト 

和歌山市植松丁
６１番地 

令和５
年３月
１日 

令和５
年９月
３０日 

（令和５年１０月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４０６号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７

第１項第１号の指定特定相談支援事業者から同法第５１条の２５第４項の規定による事業の廃止の届出があった

ので、同法第５１条の３０第２項第２号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年１０月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所番
号 

事業所の名
称 

事業所の所
在地 

指定に係
る種類 

主たる対象と
する障害種別 

事業者の
名称 

事業者の主たる
事務所の所在地 

指定年
月日 

廃止年
月日 

３０３０
１２３３
２１ 

相談支援事
業所ラブグ
リーン 

和歌山市汐
見町２丁目
５３番地 

計画相談
支援 

特定無し 一般社団
法人クリ
エイト 

和歌山市植松丁
６１番地 

令和５
年３月
１日 

令和５
年９月
３０日 

（令和５年１０月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４０７号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の指定障害児相談支援事業者から同法

第２４条の３２第２項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第２４条の３７第１項第２号の規定に

より次のとおり告示する。 

  令和５年１０月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所番
号 

事業所の名
称 

事業所の所
在地 

指定に係
る種類 

主たる対象と
する障害種別 

事業者の
名称 

事業者の主たる
事務所の所在地 

指定年
月日 

廃止年
月日 

３０７０
１０１２
１１ 

相談支援事
業所ラブグ
リーン 

和歌山市汐
見町２丁目
５３番地 

障害児相
談支援 

特定無し 一般社団
法人クリ
エイト 

和歌山市植松丁
６１番地 

令和５
年３月
１日 

令和５
年９月
３０日 

（令和５年１０月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４０８号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者から同法第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第５

１条第２号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年１０月２３日  

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所
番号 事業所の名称 

事業所の
所在地 

指定に
係る種
類 

主たる対
象とする
障害種別 

事業者の
名称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

指定年月日 
廃止年
月日 

３０１

０１２

３２３

４ 

Ｈｅａｌｉｎ

ｇ Ｐｌａｃ

ｅ デイケア

センター 

和歌山市

塩屋５丁

目５番３

号 

自立訓

練（生

活訓練

） 

知的障害

者、精神

障害者 

一般社団

法人和歌

山ダルク 

和歌山市塩

屋５丁目５

番３号 

令和元年１１月１

日 

令和５

年９月

３０日 

３０１

０１０ 

紀三井寺苑 

 

和歌山市

紀三井寺 

同行援

護 

身体、障

害児 

社会福祉

法人 紀 

和歌山市紀

三井寺５６ 

平成２３年１０月

１日（同行援護） 

令和５

年９月 
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 ０５３

９ 

 ５６０―

２ 

  三福祉会 ０－２  ３０日 

３０１

０１０

１５１

１ 

ケアセンター

おたっしゃ倶

楽部わかやま

訪問介護事業

所 

和歌山市

楠見中２

４０－４

９ 

居宅介

護、重

度訪問

介護、

同行援

護、行

動援護 

特定なし 和歌山高

齢者生活

協同組合 

和歌山市直

川５６５－

７ 

平成１８年１０月

１日（居宅介護・

重度訪問介護）平

成２３年１１月１

日（同行援護）平

成２７年４月１日

（行動援護） 

令和５

年９月

３０日 

（令和５年１０月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４０９号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第５１条第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年１０月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所番
号 

事業所の名
称 

事業所の所在地 指定に
係る種
類 

主たる対
象とする
障害種別 

事業者の名
称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

指定年
月日 

指定の有
効期限 

３０１０

１２４３

２３ 

デイサービ

スセンター

まんぼう 

和歌山市加納１４

５番地３ 

共生型

生活介

護 

特定なし 株式会社南

斗 

和歌山市加

納１４５番

地３ 

令和５

年１０

月１日 

令和１１

年９月３

０日 

３０１０

１２４３

１５ 

てんまりて

んてん 

和歌山市西浜１４

０７ 

共生型

生活介

護 

特定なし ベストコン

ダクター合

同会社 

和歌山市木

ノ本６８７

－２２ 

令和５

年１０

月１日 

令和１１

年９月３

０日 

３０１０

１２４２

９９ 

ヘルパース

テーション 

ナチュレ 

和歌山市北新金屋

丁７６－８ 

居宅介

護 

特定なし ライフカン

パニー株式

会社 

和歌山市北

新金屋丁７

６－８ 

令和５

年１０

月１日 

令和１１

年９月３

０日 

３０１０

１２４２

８１ 

ヘルパース

テーション

しろ 

和歌山市園部２６

５ サニーホワイ

ト６ ２０５号室 

居宅介

護 

特定なし 合同会社と

りたん 

大阪府阪南

市桃の木台

３丁目２－

６２ 

令和５

年１０

月１日 

令和１１

年９月３

０日 

（令和５年１０月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４１０号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１４

第１項の指定一般相談支援事業者を指定したので、同法第５１条の３０第１項第１号の規定により次のとおり告

示する。 

  令和５年１０月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所
番号 

事業所の
名称 

事業所の所
在地 

指定に係
る種類 

主たる対象と
する障害種別 

事業者
の名称 

事業者の主たる
事務所の所在地 

指定年
月日 

指定の有
効期限 

３０３
０１２ 

相談支援
事業所す 

和歌山市岩
橋１０８７ 

地域移行
支援 

特定なし 
 

合同会
社サピ 

和歌山市岩橋１
０８７―１２ 

令和５
年１０ 

令和１１
年９月３ 

３３３
９ 

まーと ―１２ 地域定着
支援 

 ュイエ  月１日 ０日 

（令和５年１０月２３日掲示済）  
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和歌山市告示第４１１号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和５年１０月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和５年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和５年度第３期及び４期の納期は令

和５年１１月２日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和５年１０月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４１２号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和５年１０月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 

令和５年度 後期高齢者医療保険料 

（別紙省略） 

（令和５年１０月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第４１３号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和５年１０月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和５年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和５年１１月１０日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和５年１０月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第４１４号 

道路区域の決定及び供用開始（令和５年告示第３４９号）の一部を次のように改正する。 

令和５年１０月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

表３４－２１５の項中「３４－２１５」を「２２－３５８」に改める。 
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 （令和５年１０月２６日掲示済）  

 

和歌山市告示第４１５号 

道路線区域変更及び供用開始（令和５年告示第３５１号）の一部を次のように改正する。 

  令和５年１０月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

表を次のように改める。 

整理番

号 
旧新別 路線名 

起点                   

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２６－

３２５ 

旧 西脇３２５号線 
和歌山市西庄５０７番６地先 

和歌山市西庄５０７番３地先 
 ６４．１  ６．００ 

新 西脇３２５号線 
和歌山市西庄５０７番６地先 

和歌山市西庄５０８番２地先 
１１１．３  ６．００ 

３１－

１６３ 

旧 有功１６３号線 
和歌山市六十谷１１８９番７地先 

和歌山市六十谷１１８９番３１地先 
 ７８．０  ４．２０ 

新 有功１６３号線 
和歌山市六十谷１１８９番７地先 

和歌山市六十谷１１８８番７地先 
１７６．５ 

４．００ 

～ 

６．２０ 

（令和５年１０月２６日掲示済） 

 

和歌山市告示第４１６号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和５年１０

月２６日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年１０月２６日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理

番号 
路線名 区域変更の区間 旧新別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２３

－１ 
粟大谷線 

和歌山市粟１５７番２地先 

～ 

和歌山市粟１５７番５地先 

旧 １６．５ 

３．１０ 

～ 

３．２０ 

新 １６．５ 

４．５０ 

～ 

４．７０ 

２３

－６

６ 

楠見６６号

線 

和歌山市大谷５０９番３地先 

～ 

和歌山市大谷５０９番３地先 

旧 ３６．０ 

２．４０ 

～ 

３．００ 

新 ３６．０ 

４．０５ 

～ 

４．１５ 

２４

－９

３ 

 

西和佐９３

号線 

 

和歌山市岩橋１２９８番４地先 

～ 

和歌山市岩橋１２９８番９地先 

旧 １１．０ 

４．６０ 

～ 

５．３０ 

新 １１．０ 
７．００

～ 
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     ７．２０ 

２５

－３

８ 

岡崎３８号

線 

和歌山市森小手穂１３８１番２地先 

～ 

和歌山市森小手穂１３８１番６地先 

旧 １０２．６ 

４．１０

～ 

４．５０ 

新 １０２．６ ６．００ 

３８

－１

９ 

雑賀１９号

線 

和歌山市西浜２丁目３３１番８地先 

～ 

和歌山市西浜２丁目３３１番８地先 

旧 １７．０ 

２．８０ 

～ 

３．４０ 

新 １７．０ ４．００ 

３８

－４

７ 

雑賀４７号

線 

和歌山市西浜２丁目３３１番７地先 

～ 

和歌山市西浜２丁目３３１番８地先 

旧 ２６．５ ２．３０ 

新 ２６．５ ５．００ 

（令和５年１０月２６日掲示済）  

 

和歌山市告示第４１７号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように認定する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供する。 

 令和５年１０月２７日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 

備考 
終点 

４－９０ 雄湊９０号線 
和歌山市西汀丁 

 和歌山市西汀丁  

２２－３７４ 貴志３７４号線 
和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－３７５ 貴志３７５号線 
和歌山市中 

和歌山市中 

 

 

２２－３７６ 貴志３７６号線 
和歌山市中 

 和歌山市中  

２２－３７７ 貴志３７７号線 
和歌山市中 

 和歌山市中  

２２－３７８ 貴志３７８号線 
和歌山市中 

 和歌山市中  

２２－３７９ 藤戸台２０２号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３８０ 藤戸台２０３号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３８１ 藤戸台２０４号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３８２ 藤戸台２０５号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３８３ 藤戸台２０６号線 
和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－３８４ 藤戸台２０７号線 
和歌山市栄谷  

和歌山市栄谷  
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２２－３８５ 藤戸台２０８号線 
和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－３８６ 藤戸台２０９号線 
和歌山市栄谷 

 和歌山市栄谷  

２２－３８７ 藤戸台２１０号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３８８ 藤戸台２１１号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３８９ 藤戸台２１２号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３９０ 藤戸台２１３号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３９１ 藤戸台２１４号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３９２ 藤戸台２１５号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３９３ 藤戸台２１６号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２―３９４ 藤戸台２１７号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３９５ 藤戸台２１８号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３９６ 藤戸台２１９号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

 

２２－３９７ 藤戸台２２０号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３９８ 藤戸台２２１号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－３９９ 藤戸台２２２号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２４－１６８ 西和佐１６８号線 
和歌山市岩橋 

和歌山市岩橋 

 

２５－１６６ 岡崎１６６号線 
和歌山市西 

和歌山市西 

 

２５－１６７ 岡崎１６７号線 
和歌山市西 

和歌山市西 

 

２７－１０４ 和佐１０４号線 
和歌山市禰宜 

和歌山市禰宜 

 

３８－１６４ 雑賀１６４号線 
和歌山市関戸４丁目 

和歌山市関戸４丁目 

 

３８－１６５ 雑賀１６５号線 
和歌山市関戸４丁目 

和歌山市関戸４丁目 

 

３８－１６６ 雑賀１６６号線 
和歌山市関戸４丁目 

和歌山市関戸４丁目 

 

３８－１６７ 雑賀１６７号線 和歌山市関戸４丁目  
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   和歌山市関戸４丁目  

３８－１６８ 雑賀１６８号線 
和歌山市関戸４丁目 

和歌山市関戸４丁目 

 

３８－１６９ 雑賀１６９号線 
和歌山市関戸４丁目 

和歌山市関戸４丁目 

 

３８－１７０ 雑賀１７０号線 
和歌山市関戸４丁目 

和歌山市関戸４丁目 

 

３８－１７１ 雑賀１７１号線 
和歌山市関戸４丁目 

和歌山市関戸４丁目 

 

４１－２２２ 名草２２２号線 
和歌山市内原 

和歌山市内原 

 

（令和５年１０月２７日掲示済）  

 

和歌山市告示第４１８号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和５年１０

月２７日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和５年１０月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番

号 
路線名 

起点 延長 幅員 

終点 （ｍ） （ｍ） 

４－９

０ 

雄湊９０号

線 

和歌山市西汀丁３番地先   

～  ５８．０ ６．００ 

和歌山市西汀丁１２番地先   

２２－

３７４ 

貴志３７４

号線 

和歌山市栄谷３６６番８地先 

～ 

和歌山市栄谷３６６番７地先 

  

  ５０．６ ６．００ 

  

２２－

３７５ 

貴志３７５

号線 

和歌山市栄谷６３９番４７地先 

～ 

和歌山市栄谷６３９番４６地先 

  

 ３５．４ ６．００ 

  

２２－

３７６ 

貴志３７６

号線 

和歌山市中６３９番４２地先   

～ １０９．０ ６．００ 

和歌山市中６３９番２１地先   

２２－

３７７ 

貴志３７７

号線 

和歌山市中６３９番４０地先 

～ 

和歌山市中６３９番１３地先 

  

 ２２０．０ ６．００ 

  

２２－

３７８ 

貴志３７８

号線 

和歌山市中６３９番２７地先   

～   ６７．０ ６．００ 

和歌山市中６３９番２２地先   

２２－

３７９ 

藤戸台２０

２号線 

和歌山市栄谷１１００番４５地先   

～ ２２６．８ １２．００ 

和歌山市栄谷９７７番１０地先   

２２－

３８０ 

藤戸台２０

３号線 

和歌山市栄谷１１００番５３地先   

～ ２８０．４ ８．００ 
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 和歌山市栄谷１１００番１４地先   

２２－

３８１ 

藤戸台２０

４号線 

和歌山市栄谷１１００番４７地先   

～ １７．０ ４．００ 

和歌山市栄谷１１００番４７地先   

２２－

３８２ 

藤戸台２０

５号線 

和歌山市栄谷１１００番４４地先 

～ 

和歌山市栄谷９７７番９地先 

 

２０２．１ 

 

６．００ 

２２－

３８３ 

藤戸台２０

６号線 

和歌山市栄谷１１００番６７地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番６８地先 

 

２９．５ 

 

６．００ 

２２－

３８４ 

藤戸台２０

７号線 

和歌山市栄谷１１００番４３地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番１７３地先 

 

２０２．１ 

 

６．００ 

２２－

３８５ 

藤戸台２０

８号線 

和歌山市栄谷１１００番１１４地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番１１６地先 

 

 ２９．５ 

 

２．５０ 

２２－

３８６ 

藤戸台２０

９号線 

和歌山市栄谷１１００番４１地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番１２３地先 

 

 ７１．７ 

 

  ６．００ 

２２－

３８７ 

藤戸台２１

０号線 

和歌山市栄谷１１００番４０地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番３５地先 

 

 ６５．０ 

 

 ６．００ 

２２－

３８８ 

藤戸台２１

１号線 

和歌山市栄谷１１００番１３８地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番１３４番地先 

 

 ６５．２ 

 ４．００ 

   ～ 

 ６．００ 

２２－

３８９ 

藤戸台２１

２号線 

和歌山市栄谷１１００番３４地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番１５１地先 

 

１５９．６ 

 

６．００ 

２２－

３９０ 

藤戸台２１

３号線 

和歌山市栄谷１１００番１４６地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番１４６地先 

 

１７．１ 

 

４．００ 

２２－

３９１ 

藤戸台２１

４号線 

和歌山市栄谷１１００番２６地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番２６地先 

 

 １５．８ 

 

 ４．００ 

 

２２－

３９２ 

藤戸台２１

５号線 

和歌山市栄谷９７７番１０地先 

～ 

和歌山市栄谷９７７番１０地先 

 

１４．６ 

 

  ２．５０ 

２２－

３９３ 

藤戸台２１

６号線 

和歌山市栄谷１１００番５４地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番８３地先 

 

 ２９．０ 

 

  ６．００ 

 

２２－

３９４ 

藤戸台２１

７号線 

和歌山市栄谷１１００番８４地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番９４地先 

 

 ３１．５ 

 

  ２．５０ 

２２－

３９５ 

藤戸台２１

８号線 

和歌山市栄谷１１００番１０７地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番９８地先 

１２６．４   ６．００ 
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２２－

３９６ 

藤戸台２１

９号線 

和歌山市栄谷１１００番１０１地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番９６地先 

 

  ２４．８ 

 

 ６．００ 

 

２２―

３９７ 

藤戸台２２

０号線 

和歌山市栄谷１１００番１５５地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番１６０地先 

 

  ９８．４ 

 

 ６．００ 

２２－

３９８ 

藤戸台２２

１号線 

和歌山市栄谷１１００番１５２地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番１５４地先 

 

  ２３．０ 

 

 ２．５０ 

 

２２－

３９９ 

藤戸台２２

２号線 

和歌山市栄谷９７７番１０地先 

～ 

和歌山市栄谷１１００番３４地先 

 

４３９．６ 

１３．００ 

～ 

１５．００ 

２４－

１６８ 

西和佐１６

８号線 

和歌山市岩橋１２９８番４地先 

～ 

和歌山市岩橋１２９８番８地先 

 

３３．６ 

 

６．００ 

２５－

１６６ 

岡崎１６６

号線 

和歌山市西８３２番１０地先 

～ 

和歌山市西８３２番１８地先 

 

９８．７ 

 

６．００ 

２５－

１６７ 

岡崎１６７

号線 

和歌山市西８３２番８地先 

～ 

和歌山市西８３２番８地先 

 

１６．３ 

 

２．００ 

２７－

１０４ 

和佐１０４

号線 

和歌山市禰宜９５４番５地先 

～ 

和歌山市禰宜９５４番７地先 

 

４７．０ 

 

６．００ 

 

３８－

１６４ 

雑賀１６４

号線 

和歌山市関戸４丁目７７３番５２地先 

～ 

和歌山市関戸４丁目７７３番１２地先 

 

３５．５ 

 

４．２０ 

３８－

１６５ 

雑賀１６５

号線 

和歌山市関戸４丁目７７３番１４地先 

～ 

和歌山市関戸４丁目７７３番１６地先 

 

７８．０ 

 

４．２０ 

３８－

１６６ 

雑賀１６６

号線 

和歌山市関戸４丁目７７３番１３地先 

～ 

和歌山市関戸４丁目７７３番７４地先 

 

２３７．０ 

７．５０ 

～ 

９．００ 

３８－

１６７ 

雑賀１６７

号線 

和歌山市関戸４丁目７７３番４８地先 

～ 

和歌山市関戸４丁目７７３番４２地先 

 

１２６．５ 

 

６．００ 

３８－

１６８ 

雑賀１６８

号線 

和歌山市関戸４丁目７７３番２７地先 

～ 

和歌山市関戸４丁目７７３番２８地先 

 

１３５．６ 

 

６．００ 

 

３８－

１６９ 

雑賀１６９

号線 

和歌山市関戸４丁目７７３番８０地先 

～ 

和歌山市関戸４丁目７７３番１０７地先 

 

 ７２．８ 

 

６．００ 

３８－1

７０ 

雑賀１７０

号線 

和歌山市関戸４丁目７７３番７６地先 

～ 

和歌山市関戸４丁目７７３番２９地先 

 

９５．０ 

 

４．２０ 

３８－ 雑賀１７１ 和歌山市関戸４丁目７７３番１５地先   
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 １７１ 号線 ～ 

和歌山市関戸４丁目７７３番１０５地先 

２０．０    

４．２０ 

４１－

２２２ 

名草２２２

号線 

和歌山市内原７１３番４地先 

～ 

和歌山市内原７１３番８地先 

 

８６．０ 

 

６．００ 

（令和５年１０月２７日掲示済）  

 

和歌山市告示第４１９号 

 市県民税普通徴収督促状、固定資産税・都市計画税督促状及び軽自動車税（種別割）督促状を別紙の者に送付

したところ、住所又は居所が明らかでないため送達できないので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第

１６条の規定により告示する。 

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和５年１０月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和５年１０月３１日掲示済）  

 

和歌山市告示第４２０号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができないので、国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和５年１０月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和４年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和５年１１月２４日に変更する。 

令和５年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和５年１１月２４日に変更する。 

令和５年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和５年１１月２４日に変更する。 

（令和５年１０月３１日掲示済）  

 

和歌山市告示第４２１号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和５年１１月１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期（月）別 種別 備考 

令和５年度 第１期 

第２期 

第３期 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和５年１１月１３日に変更

する。 

 （別紙省略） 

（令和５年１１月１日掲示済）  

 

和歌山市告示第４２２号 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者から第２１条
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 の５の２０第４項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第２１条の５の２５の規定により次のとお

り告示する。 

  令和５年１１月１日  

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所
番号 

事業所
の名称 

事業所の
所在地 

指定に係る
種類 

事業者の
名称 

事業者の主たる
事務所の所在地 

指定年月日 
廃止年
月日 

３０５

０１０

０８５

２ 

こども

の階段 

和歌山市

つつじが

丘１丁目

９番地２ 

児童発達支

援、放課後

等デイサー

ビス 

株式会社

ステアー

ズ 

和歌山市つつじ

が丘１丁目９番

地２ 

平成２９年４月１日（児

童発達支援）、平成３０

年４月１日（放課後等デ

イサービス） 

令和５

年１０

月３１

日 

（令和５年１１月１日掲示済）  

 

和歌山市告示第４２３号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者から同法第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第５

１条第２号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年１１月１日  

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所番
号 

事業所の名
称 

事業所の
所在地 

指定に係る
種類 

主たる対象と
する障害種別 

事業者
の名称 

事業者の主たる
事務所の所在地 

指定年
月日 

廃止年
月日 

３０２０

１２３３

２３ 

だいふくの

おうち 

和歌山市

西庄７７

５－７ 

共同生活援

助 

知的障害者、

精神障害者 

株式会

社エラ

ブミラ

イ 

和歌山市栄谷１

１０１番地５６ 

令和３

年４月

１日 

令和５

年１０

月３１

日 

３０１０

１２０９

３３ 

ヘルパース

テーション

北斗星 

和歌山市

松江東４

丁目１２

番３２号 

居宅介護、

重度訪問介

護 

特定なし 合同会

社 北

斗星 

和歌山市松江東

４丁目１２番３

２号 

平成２

３年１

１月１

日 

令和５

年１０

月３１

日 

（令和５年１１月１日掲示済）  

 

和歌山市告示第４２４号 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を指定したので、和歌山市身

体障害者福祉法に関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

令和５年１１月１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

氏名 診療科目 診断する障害の種類 医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

藤木貴顕 
整形外

科 
肢体不自由 済生会和歌山病院 

和歌山市十二番丁

４５番地 

令和５年１

１月１日 

松下 愛 眼科 視覚障害 
和歌山県立医科大学

附属病院 

和歌山市紀三井寺

８１１番地１ 

令和５年１

１月１日 

矢本利一 
脳神経

外科 
肢体不自由 

和歌山県立医科大学

附属病院 

和歌山市紀三井寺

８１１番地１ 

令和５年１

１月１日 

田中牧子 
整形外

科 
肢体不自由 

医療法人一穂会 

武用整形外科 

和歌山市鳴神１０

０５番地 

令和５年１

１月１日 

辻 修平 循環器 心臓機能障害 日本赤十字社和歌山 和歌山市小松原通 令和５年１ 

 内科  医療センター ４丁目２１番地 １月１日 

（令和５年１１月１日掲示済）  
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【 公 告 】 

 

和歌山市北出島・南出島の各一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地

籍調査を行い地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和５年１０月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和５年１０月２３日から同年１１月１３日まで（２１日間） 

３ 閲覧場所 北出島・有家西集会所（和歌山市北出島１４２番地１２）及び和歌山市役所地籍調査課（和歌山

市七番丁１１－１アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤りがあると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、その旨の申出をする

ことができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、北出島・有家西集会所においては令和５年１０月２３日から同月３０日までの間（同月２９日を除

く。）、９時３０分から１６時まで行うこととする。和歌山市役所地籍調査課においては令和５年１０月３１

日から同年１１月１３日までの間（同年１１月３日から同月５日及び同月１１日から同月１２日を除く。）、

９時から１７時まで行うこととする。 

（令和５年１０月２３日掲示済）  

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項の規定により和歌山農業振興地

域整備計画を令和５年１０月２５日に変更したので、同条第４項において準用する同法第１２条の規定により公

告し、当該変更後の和歌山農業振興地域整備計画を和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課において縦覧に供

する。 

   令和５年１０月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（令和５年１０月２５日掲示済）  

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により、都市計画を次のとおり変更しようとするので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７

条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了日までに、和歌山市に意見書を提出することができる。 

令和５年１０月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画生産緑地地区の変更 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  追加する部分 

和歌山市西浜字下新堤内ノ坪、西浜字下川向ノ坪、太田字老人島、出水字四反長、西庄字外浜 の各一部 

  削除する部分 

   和歌山市有家字瀬見田、有家字西田 の各一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 
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  令和５年１０月２５日（水）から１１月８日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（令和５年１０月２５日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。            

令和５年１０月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和５年１０月

２３日和建指第

２７３７号 

和歌山市弘

西字薮内８

７２番２ 

和歌山市十一番丁１０番地 Ｊａｍビル 

株式会社アクティブマドリード 

代表取締役 依岡善明 

６．２５ｍ×３６．４７ｍ 

５．７５ｍ×４．４４ｍ 

４０．９１ｍ 

（令和５年１０月２５日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号による道路の位置を次のとおり指定する。 

令和５年１０月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
道路名 道路の位置 道路の延長及び幅員 

令和５年１０月２３日 

第１２７号 

県道三田海南線 和歌山市冬野 延長     １，０００ｍ 

幅員 ２０．０～２５．０ｍ 

総延長    １，０００ｍ 

（令和５年１０月２６日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和５年１０月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市府中字東畑１０１１番８７、１０１１番

１４８、弘西字坂本１１０６番１、１１０６番

２、１１０６番３、１１０６番４、１１０６番５

の一部、里道、水路 

和歌山市中之島１５１８番地 中之島８０１ビル

５階 

ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 

代表取締役 山田 茂 

和歌山市毛見字南池田３９１番３ 和歌山市紀三井寺９７７番地 

山﨑文子  

（令和５年１０月３０日掲示済）  

 

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第３４号 

 公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第 

９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 なお、その関係図書は、告示の日から２週間、和歌山市企業局経営管理部営業課において一般の縦覧に供する。 

   令和５年１０月１８日 
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 和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

１ 公共下水道の供用開始 

（１）供用を開始すべき年月日 

   令和５年１１月１日 

（２）下水を排除すべき区域 

ア 和歌川終末処理場に下水を排除すべき区域 

和歌浦西２丁目の一部 

  イ 中央終末処理場に下水を排除すべき区域 

今福４丁目、今福５丁目、西浜、東長町２丁目、松ヶ丘２丁目、西小二里１丁目、吹屋町４丁目、小

雑賀、毛見、布引、内原、紀三井寺、三葛の各一部 

ウ 北部終末処理場に下水を排除すべき区域 

加太、榎原、松江、梅原、西庄、古屋、松江東４丁目、木ノ本、西庄、松江中１丁目の各一部 

（３）供用を開始しようとする排水施設の位置 

前号表示の区域内 

（４）供用を開始しようとする排水施設 

分流式 和歌浦西２丁目、今福４丁目、今福５丁目、西浜、東長町２丁目、松ヶ丘２丁目、西小二里１

丁目、毛見、布引、内原、紀三井寺、三葛、加太、榎原、松江、梅原、西庄、古屋、松江東４丁

目、木ノ本、西庄、松江中１丁目の各一部 

合流式 吹屋町４丁目、小雑賀の各一部 

２ 終末処理場による下水の処理の開始 

（１）下水の処理を開始すべき年月日 

   令和５年１１月１日 

（２）下水を処理すべき区域 

   前項第２号で下水を排除すべき区域とした表示の区域 

（３）下水の処理を開始しようとする終末処理場の位置及び名称 

ア 和歌山市塩屋５丁目３番４１号 和歌川終末処理場 

  イ 和歌山市三葛５１０番地の１ 中央終末処理場 

  ウ 和歌山市本脇６５３番地の２ 北部終末処理場 

（令和５年１０月１８日掲示済）  

 

【 消 防 局 告 示 】 

 

和歌山市消防局告示第１号 

和歌山市火災予防条例の規定に基づく必要な知識及び技能を有する者の指定（平成１３年消防局告示第２号）

の一部を次のように改正する。 

令和５年１１月１日 

和歌山市消防長  𠮷 野 楠 哉    

第１項第１号ア中「財団法人日本石油燃焼機器保守協会」を「一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会」に改

める。 

第２項第３号中「社団法人日本内燃力発電設備協会」を「一般社団法人日本内燃力発電設備協会」に改め、同

項第４号中「社団法人日本蓄電池工業会」を「一般社団法人電池工業会」に改め、同項第５号中「社団法人全日

本ネオン協会」を「公益社団法人日本サイン協会」に改める。 

第３項中「財団法人日本石油燃焼機器保守協会」を「一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会」に改める。 

   附 則 

１ この告示は、令和５年１１月１日から施行する。 
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 ２ この告示の施行の日前に社団法人全日本ネオン協会又は公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技

術者試験に合格した者（ネオン工事技術者）は、この告示による改正後の第２項に規定する必要な知識及び技

能を有する者とする。 

（令和５年１１月１日掲示済）  

 


